
 

 

 

 

手　当　・　年　金　など 
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１　児童扶養手当 

　児童扶養手当制度は、離婚・死亡などの理由によりひとり親となった世帯に対して、生活の安定と

自立を促進するために設けられた制度ですが、父親または母親が重度の障がい者となった場合でも、

児童扶養手当の支給対象となることがあります。 

 

●対象となる児童 

（１）１８歳に達する年度の末日までの間の児童 

（２）２０歳未満で一定の障がいの状態にある児童 

  

●支給月額（令和７年４月改定） 

※児童扶養手当法の一部改正により、令和３年３月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算 

部分の額を上回る場合その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。 

 

●所得制限 

手当を受ける人の前年の所得が下記の所得制限額表を超える場合は、手当の全部または一部が支給

停止になります。 

【所得制限限度額】 

 

●申請に必要なもの 

（１）児童扶養手当申請書　（子ども福祉課子ども福祉係にあります。） 

（２）診断書（身体障害者手帳の交付を受けている人は省略できる場合があります。） 

（３）住民票の写し（世帯全員のもの） 

（４）戸籍全部事項証明書（謄本） 

（５）金融機関の預金通帳 

●公的年金を受給している場合について 

公的年金（注）を受給している場合は、必ず届出が必要です。 

年金を受給開始したことの届出が遅れた場合や、年金を過去にさかのぼって受給された場合、すでに

支払っている児童扶養手当を返還していただくことになります。 

受給者または配偶者や児童が公的年金などを受給できるようになったときや、受給している公的年金

の額が変更となった場合は、お早めに届出をお願いいたします。 

（注）公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。 

 

●申請・問い合わせ先　　子ども福祉課子ども福祉係 

 
児童数 全部支給 一部支給

 
児童１人目 ４６，６９０円 ４６，６８０円 ～ １１，０１０円

 
児童２人目 

以降１人につき
１１，０３０円 １１，０２０円～　５ ， ５ ２ ０ 円

 
扶養人数

請求者（父、母、養育者）
同居の扶養義務者  全部支給 一部支給

 ０人 ６９０，０００円 ２，０８０，０００円 ２,３６０,０００円

 １人 １，０７０，０００円 ２，４６０，０００円 ２,７４０,０００円

 ２人 １，４５０，０００円 ２，８４０，０００円 ３,１２０,０００円

 ３人 １，８３０，０００円 ３，２２０，０００円 ３,５００,０００円
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２　特別児童扶養手当 

 

２０歳未満の心身障がい児を養育する父、母または養育者に対して手当が支給されます。 

 

●受給資格者 

心身に障がいのある２０歳未満の児童を養育している父、母または祖父、祖母などの養育者 

 

●支給の対象となる内容及び支給月額（令和７年４月改定） 

※手帳の交付を受けていなくても、診断書の内容により支給の対象となる場合があります。 

※手帳の等級と手当の等級は、診断書の内容によっては一致しないことがあり、受給要件となる

障がいとして認定にならない場合があります。 

 

●支給制限 

（１）児童が福祉施設に入所している場合や、障がいを事由とする年金等を受給している場合は申請

できません。 

（２）受給資格者の所得が下記の所得制限額表を超える場合は、支給停止となる場合があります。 

　　【所得制限限度額】 

 

●申請に必要なもの 

（１）特別児童扶養手当診断書　（所定の様式があります） 

※療育手帳（Ａ判定）は２年以内、身体障害者手帳（１～３級）は１年以内の交付・再判定のも

のであれば診断書の代わりとして用いることができます。 

（２）身体障害者手帳または療育手帳 

（３）戸籍全部事項証明書（謄本） 

（４）金融機関の預金通帳（受給資格者名義のもの） 

※児童が高等養護学校の寄宿舎等に入舎中、受給資格者が単身赴任中であるなど、児童と受給資

格者が別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。 

 

●申請・問い合わせ先 

福祉課障がい福祉係 

 
区　分 内　　容 支　給　月　額

 

１級
おおむね身体障害者手帳１・２級及び 

療育手帳Ａ判定並びに同程度の精神障がいのある児童

５６，８００円 

※支給月は４・８・１１月

 

２級
おおむね身体障害者手帳３級（一部４級も含む）及び 

療育手帳Ｂ判定並びに同程度の精神障がいのある児童

３７，８３０円 

※支給月は４・８・１１月

 扶養している親族の数 受給資格者本人 配偶者及び扶養義務者

 ０人 ４,５９６,０００円 ６,２８７,０００円

 １人 ４,９７６,０００円 ６,５３６,０００円

 ２人 ５,３５６,０００円 ６,７４９,０００円

 ３人 ５,７３６,０００円 ６,９６２,０００円

 ４人 ６,１１６,０００円 ７,１７５,０００円

 ５人 ６,４９６,０００円 ７,３８８,０００円
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３　障害児福祉手当 

　２０歳未満で重度の障がいのため日常生活において常時介護を必要とする人に手当が支給されます。 

●対象者 

２０歳未満で、身体や精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする

児童 

　【対象となる障がいの程度】 

 

●支給月額（令和７年４月改定）　１６，１００円　　※支給月は２・５・８・１１月 

 

●支給制限 

（１）障害児入所施設などに入所している場合や、障がいを事由とする年金を受給している場合は、

対象となりません。 

（２）受給資格者の所得が下記の所得制限額表を超える場合は、支給停止となる場合があります。 

　【所得制限限度額】 

 

●申請に必要なもの 

（１）障害児福祉手当認定診断書（所定の様式があります） 

（２）身体障害者手帳（交付されている場合） 

（３）金融機関の通帳（障がい児本人名義のもの） 

（４）戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

（５）マイナンバーがわかるもの 

●申請・問い合わせ先 

福祉課障がい福祉係 

 扶養親族の数 本人 扶養義務者

 ０人 ３,６０４,０００円 ６,２８７,０００円

 １人 ３,９８４,０００円 ６,５３６,０００円

 ２人 ４,３６４,０００円 ６,７４９,０００円

 ３人 ４,７４４,０００円 ６,９６２,０００円

 ４人 ５,１２４,０００円 ７,１７５,０００円

 ５人 ５,５０４,０００円 ７,３８８,０００円

 
１　良い方の眼の視力が０.０２以下の人　

 ２　良い方の眼の視力が０.０３以下の人 

良い方の眼の視力が０.０４かつ他方の眼の視力が手動弁以下で、かつ、両眼による視野２分の１以上

欠損した人など

 
３　両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人

 
４　両上肢の機能に著しい障がいを有する人

 
５　両上肢の全ての指を欠く人

 
６　両下肢の用を全く廃した人

 
７　両大腿を２分の１以上失った人

 
８　体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する人

 ９　身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が１～７と同程度以上と認められる状

態であって、日常生活動作に介助が必要な人

 
１０　精神の障がいであって、１～９と同程度以上と認められる程度の人

 １１　身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が１～１０

と同程度以上と認められる程度の人
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４　特別障害者手当　 

 

２０歳以上で重度の障がいが重複するため、日常生活で常時の介護を必要とする人に支給されます。 

●対象者 

２０歳以上で、重度の障がいが重複するため、日常生活で常時の介護を必要とする人 

～「重度の障がいが重複する」とは～ 

・下記の【対象となる障がいの程度】の項目が２つ以上当てはまる人 

・下記の【対象となる障がいの程度】の項目に１つ当てはまり、それ以外に国民年金（障害年金）

の２級程度の障がいが２つある人 

【対象となる障がいの程度】 

 

●支給月額（令和７年４月改定）　２９，５９０円　　※支給月は２・５・８・１１月 

 

●支給制限 

（１）障害者支援施設に入所して生活介護を受けている場合や、養護老人ホームまたは特別養護老人

ホームなどに入所している場合は、対象となりません。 

（２）受給中に３か月を超えて入院すると受給できません。 

（３）受給資格者の所得が所得制限度額（※）を超える場合は、支給停止となる場合があります。 

　　※所得制限限度額は、「３　障害児福祉手当」（Ｐ５０）の表をご覧ください。 

●申請に必要なもの  

（１）特別障害者手当認定診断書（所定の様式があります） 

（２）身体障害者手帳（交付されている場合） 

（３）金融機関の通帳（障がい者本人名義のもの） 

（４）年金証書や振込通知書等の年金額が確認できるもの（障害年金等の非課税年金を受給している

場合） 

（５）戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

（６）マイナンバーがわかるもの 

●申請・問い合わせ先 

　福祉課障がい福祉係 

 １　良い方の眼の視力が０.０３以下の人または良い方の眼の視力が０.０４以下かつ他方の眼の視力が手動弁

以下の人など

 
２　両耳の聴力レベルが１００デシベル以上の人

 ３　両上肢の機能に著しい障がいがある人または両上肢のすべての指を欠く人、もしくは両上肢すべての指の

機能に著しい障がいがある人

 
４　両下肢の機能に著しい障がいがある人または両下肢を足関節以上で欠く人

 
５　体幹の機能に座っていることができないまたは立ち上がることができない程度の障がいがある人

 ６　上記１～５のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が１～５と同程度以上

と認められる状態であって、日常生活動作に介助を要する人

 
７　精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の人

 ８　上記３～５までに規定する身体の機能の障がいが１つがあり、それが特に重度であるため、日常生活動作

能力の評価が極めて重度であると認められる人

 ９　上記６～７に規定する病状または精神の障がいが１つあり、その状態が絶対安静または精神の障がいのた

め日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人
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５　障害基礎年金（国民年金）　 

 

国民年金の加入中に、けがや病気で障がい者となった場合に、障害基礎年金が受けられます。 

 

●対象者 

（１）国民年金の加入中に初診日のある人 

（２）２０歳未満のときに初診日のある人が、２０歳に達したとき 

（３）６０歳で加入をやめたが、６５歳以前に初診日があり、老齢年金を繰り上げて受給していない 

　　人 

※（１）と（３）については、保険料納付期間（保険料免除期間を含む）が加入期間の３分の２

以上あることが条件です。ただし、初診日が令和８年３月末日までにあるときは、直近の１年

間に未納がなければ受けられます。 

 

●障がいの認定時期 

初診日から１年６か月を経過した日、または障がい（症状）が固定した日 

※１　障がいの程度は、Ｐ５４～５６をご確認ください。 

※２　事後重症制度 

　　　障がい認定日において２級の障がいの状態に該当しない場合であっても、それ以降に症状が

悪化して１級または２級の障がいの状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金が請求で

きます。（請求書は、６５歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。） 

 

●年金額 

年金額については、年度途中で変更になる場合があります。 

（令和７年度）偶数月の原則１５日に２か月分まとめて支給されます。 

※受給者によって生計を維持されている１８歳未満（障がいのある場合は２０歳未満）の子がい

るときは、次の額が加算されます。 

　 

●申請に必要なもの 

（１）年金請求用診断書 

（２）病歴・就労状況等申立書　　　　書類は町民窓口係にあります。 

（３）障害基礎年金裁定請求書 

（４）振込を希望する金融機関の通帳　　 

（５）戸籍全部事項証明書（加算対象者がいる場合） 

 

※その他障がいの種別により、上記とは別の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお

問い合わせください。 

 

●申請・問い合わせ先 

町民課町民窓口係　 

 

 

 

 

 １級 １,０３９,６２５円（年額）

 ２級 ８３１,７００円（年額）

 １人目、２人目 （１人につき）２３９,３００円（年額）

 ３人目以降 （１人につき）　７９,８００円（年額）
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６　障害厚生年金　 

 

　厚生年金の加入中に、けがや病気で障がい者となった場合に、障害厚生年金が受けられます。 

厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の保険者でもあるため、１級または２級の障がい状態にあ

るときは障害厚生年金と障害基礎年金が、３級の状態にあるときは障害厚生年金のみが支給されます。

１級から３級の障がい状態にない者でも、初診日から５年以内に「傷病が治ったもの（※）」であって、

その治った日において労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものと

判断された場合には、一時金で「障害手当金」が支給されます。 

※「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損や変形等の場合は、医学的に傷病が治ったとき、又はそ

の症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至

った場合をいいます。 

 

●対象者 

厚生年金の加入中に初診日のある人 

※ただし、保険料納付期間が障害基礎年金の支給要件を満たしていることが必要です 

 

●障害厚生年金の認定時期 

障害基礎年金と同様 

 

●障害厚生年金の年金額 

年金額については、年度途中で変更になる場合があります。 

（令和７年度）偶数月の原則１５日に２か月分まとめて支給されます。 

※１　基本額の計算式は、下記の Aと Bを足した金額となります。 

　　Ａ　平均標準報酬月額×７．１２５÷１０００×平成１５年３月までの加入期間の月数 

　　Ｂ　平均標準報酬月額×５．４８１÷１０００×平成１５年４月以降の加入期間の月数 

※２　対象者がいる人のみ加算されます。 

※３　昭和３１年４月１日以前に生まれた方の最低保証額は、６２２，０００円 

※４　昭和３１年４月 1日以前に生まれた方の最低保証額(一時金)は、１，２４４，０００円 

 

 

 

 

 
年金等級 支給年金額 加算

 
１級 ２級のときの金額×１.２５ 配偶者加給年金額 

２３９，３００円 

（※２）
 

２級 基本額（報酬比例の年金額）(※１)

 

３級
基本額（報酬比例の年金額）最低保障額　 

６２３，８００円(※３)

 

 

なし
 

障害手当金
基本額（報酬比例の年金額） 

×２　最低保証額１，２４７，６００円(※４)
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●障害年金等の等級表　※身体障害者手帳の等級とは異なります。 

【障害基礎年金（国民年金）・障害厚生年金】１～２級（配偶者・子の加算～有） 
 

年金等級 番号 障　が　い　の　状　態

 

１　　級

１

次に掲げる視覚障がい 

イ　両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

ロ　一眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/４視標による周辺視野

角度の和がそれぞれ８０度以下かつⅠ/２視標による両眼中心視野角度が２

８度以下のもの 

ニ　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中

心視野視認点数が２０点以下のもの

 ２ 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの

 ３ 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

 ４ 両上肢のすべての指を欠くもの

 ５ 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

 ６ 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの

 ７ 両下肢を足関節以上で欠くもの

 
８

体幹の機能で座っていることができない程度又は立ち上がることができない程

度の障がいを有するもの

 

９

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用

を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 １０ 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 
１１

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

２　　級

１

次に掲げる視覚障がい 

イ　両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの 

ロ　一眼の視力が０．０８、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/４視標による周辺視野

角度の和がそれぞれ８０度以下かつⅠ/２視標による両眼中心視野角度が５

６度以下のもの 

ニ　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中

心視野視認点数が４０点以下のもの

 ２ 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの

 ３ 平衡機能に著しい障がいを有するもの

 ４ そしゃくの機能を欠くもの

 ５ 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの

 ６ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

 ７ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの

 ８ 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
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【障害厚生年金】３級（配偶者・子の加算～無） 

 ９ 一上肢のすべての指を欠くもの

 

２　　級

１０ 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

 １１ 両下肢のすべての指を欠くもの

 １２ 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの

 １３ 一下肢を足関節以上で欠くもの

 １４ 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

 

１５

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著

しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程

度のもの

 
１６ 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 
１７

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 
年金等級 番号 障　が　い　の　状　態

 

３　　級

１

次に掲げる視覚障がい 

イ　両眼の視力がそれぞれ０.１以下に減じたもの 

ロ　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/４視標による周辺視

野角度の和がそれぞれ８０度以下に減じたもの 

ハ　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下に減じた

もの

 
２

両耳の聴力が、４０センチメートル以上では通常の話声を解することができ

ない程度に減じたもの

 ３ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障がいを残すもの
 ４ 脊柱の機能に著しい障がいを残すもの
 ５ 一上肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの
 ６ 一下肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの
 ７ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障がいを残すもの
 

８
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの、又は、おや指若しくはひとさ

し指を併せ一上肢の３指以上を失ったもの

 ９ おや指及びひとさし指を併せて一上肢の４指の用を廃したもの
 １０ 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
 １１ 両下肢の１０趾の用を廃したもの
 

１２
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、

又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障がいを残すもの

 
１３

精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制

限を加えることを必要とする程度の障がいを残すもの

 

１４

傷病がなおらないで、身体の機能または精神若しくは神経系統に、労働が制

限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障がいを有

するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
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【障害手当金】 

 

●申請・問い合わせ先 

帯広年金事務所　帯広市西１条南１丁目　電話番号 ２１－１５１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号 障　が　い　の　状　態

 １ 両眼の視力がそれぞれ０.６以下に減じたもの

 ２ 一眼の視力が０.１以下に減じたもの

 ３ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

 

４

両眼による視野が２分の１以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/

２視標による両眼中心視野角度が５６度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結

果、両眼開放視認点数が１００点以下若しくは両眼中心視野視認点数が４０点以下に減じた

もの
 ５ 両眼の調節機能及び輻輳（ふくそう）機能に著しい障がいを残すもの

 ６ 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

 ７ そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

 ８ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 ９ 脊柱の機能に障害を残すもの

 １０ 一上肢の３大関節のうち、１関節に著しい機能障害を残すもの

 １１ 一下肢の３大関節のうち、１関節に著しい機能障害を残すもの

 １２ 一下肢を３センチメートル以上短縮したもの

 １３ 長菅状骨に著しい転位変形を残すもの

 １４ 一上肢の２指以上を失ったもの

 １５ 一上肢のひとさし指を失ったもの

 １６ 一上肢の３指以上の用を廃したもの

 １７ ひとさし指を併せ一上肢の２指の用を廃したもの

 １８ 一上肢のおや指の用を廃したもの

 １９ 一下肢の第１趾又は他の４趾以上を失ったもの

 ２０ 一下肢の５趾の用を廃したもの

 
２１

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え

ることを必要とする程度の障害を残すもの

 
２２

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程

度の障害を残すもの
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７　心身障害者扶養共済制度　 

　心身障がい者（児）の保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が死亡または重度の障がい者にな

ったとき、残された心身障がい者（児）に対し、一定額の年金が一生涯支給される制度です。 

 

●障がい者の範囲 

（１）身体障がい者（児）　　身体障害者手帳　　１～３級 

（２）知的障がい者（児）　　療 育 手 帳　　Ａ・Ｂ判定 

（３）上記と同程度の障がい（若しくは精神疾患、難治性特定疾患など） 

※所定の診断書が必要です 

（４）障害のある人１人に対して、加入できる保護者は１人であること。 

 

●加入できる保護者 

（１）道内に住所がある人（札幌市を除く） 

（２）４月１日現在、６５歳未満の人 

（３）特別の疾病、障がいがなく、生命保険に加入できる程度の健康状態の人 

 

●掛金月額（令和６年４月１日現在） 

２０年以上この制度に加入し、かつ年齢が６５歳以上の人は、掛金の納付を免除されます。 

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の場合は、掛金の減免制度があります。 

制度の見直しにより、掛金が改定されることがあります。 

【１口あたりの月額掛金（加入限度２口まで）】 

 

●年金の支給 

加入者が死亡、または重度障がい者となったときは、その月から月額２万円（一口）が、障がい者

の生涯にわたって支給されます。 

 

●弔慰金（平成２０年度以降加入）　　　　　    ●脱退一時金（平成２０年度以降加入） 

年金受給前に障がい者が死亡したときは、加入　  ５年以上加入した後、加入者の希望により脱退 

期間に応じて弔慰金が支給されます。　　　　　　した場合などに脱退一時金が支給されます。 

 

 加入時の年度　　　　　　　     　

４月１日時点の年齢

月額掛金 

（平成２０年度以降加入）

 
３５歳未満 　９,３００円

 
３５歳以上４０歳未満 １１,４００円

 
４０歳以上４５歳未満 １４,３００円

 
４５歳以上５０歳未満 １７,３００円

 
５０歳以上５５歳未満 １８,８００円

 
５５歳以上６０歳未満 ２０,７００円

 
６０歳以上６５歳未満 ２３,３００円

 加入期間 弔慰金額 加入期間 脱退金額

 １年以上５年未満 ５０,０００円 ５年以上１０年未満 ７５,０００円

 ５年以上２０年未満 １２５,０００円 １０年以上２０年未満 １２５,０００円

 ２０年以上 ２５０,０００円 ２０年以上 ２５０,０００円
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●申請に必要なもの 

（１）加入申込書 

（２）申込者告知書 

（３）住民票の写し（加入者及び障がい者のもの） 

（４）障がいのある人の障がいの種類及び程度を証明する書類（身体障害者・療育手帳など） 

（５）年金管理者指定届書（障害のある方が年金を管理することが困難な場合） 

 

●申請・問い合わせ先 

十勝総合振興局保健環境部 社会福祉課地域福祉係　電話番号　２６－９２５１ 

 

８　各種共済組合の障害年金など　 

　国家公務員、地方公務員などが、加入している年金です。 

　障害年金、障害一時金などについては、各共済組合の担当者にお問い合わせください。 

 

９　労働災害の年金（労災）　 

　業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障がいが残った場合には、障害補

償給付（業務災害の場合）または障害給付（通勤災害の場合）が支給されます。 

　ただし、同一の事由により厚生年金等の年金が支給されている場合は一部減額されます。 

 

●申請・問い合わせ先 

帯広労働基準監督署　帯広市西６条南７丁目３　電話番号 ９７－１２４５ 

 

 

 

 

 

 

 


